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有価証券上場規程施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（内国会社の形式要件の取扱い）

第２１２条 （略）

（内国会社の形式要件の取扱い）

第２１２条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 規程第２０５条第５号の規定について

は、次の各号のとおり取り扱うものとす

る。

５ 規程第２０５条第５号の規定について

は、次の各号のとおり取り扱うものとす

る。

（１） （略） （１） （略）

（２） 前号ａに規定する直前四半期会計

期間の末日における純資産の額とは、四

半期連結貸借対照表に基づいて算定され

る純資産の額（四半期連結財務諸表の用

語、様式及び作成方法に関する規則の規

定により作成された四半期連結貸借対照

表の純資産の部の合計額に、同規則第６

０条第１項に規定する準備金等を加えて

得た額から、当該純資産の部に掲記され

る新株予約権及び非支配株主持分を控除

して得た額をいう。以下この項において

同じ。）をいう。ただし、新規上場申請

者がＩＦＲＳ任意適用会社である場合又

は同規則第９５条において準用する連結

財務諸表規則第９５条の規定の適用を受

ける場合は、四半期連結貸借対照表に基

づいて算定される純資産の額に相当する

額をいうものとする。

（２） 前号ａに規定する直前四半期会計

期間の末日における純資産の額とは、四

半期連結貸借対照表に基づいて算定され

る純資産の額（四半期連結財務諸表の用

語、様式及び作成方法に関する規則の規

定により作成された四半期連結貸借対照

表の純資産の部の合計額に、同規則第６

０条第１項に規定する準備金等を加えて

得た額から、当該純資産の部に掲記され

る新株予約権及び少数株主持分を控除し

て得た額をいう。以下この項において同

じ。）をいう。ただし、新規上場申請者

がＩＦＲＳ任意適用会社である場合又は

同規則第９５条において準用する連結財

務諸表規則第９５条の規定の適用を受け

る場合は、四半期連結貸借対照表に基づ

いて算定される純資産の額に相当する額

をいうものとする。

（３）～（１３） （略） （３）～（１３） （略）

６～１１ （略） ６～１１ （略）

（新株予約権証券の上場基準）

第３０６条 （略）

（新株予約権証券の上場基準）

第３０６条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 規程第３０４条第１項第３号ｂに規定す

る債務超過の取扱いは、次の各号に定める

ところによる。

４ 規程第３０４条第１項第３号ｂに規定す

る債務超過の取扱いは、次の各号に定める

ところによる。

（１） 規程第３０４条第１項第３号ｂに

規定する債務超過とは、連結貸借対照表

又は四半期連結貸借対照表（比較情報を

除く。以下この項において同じ。）に基

づいて算定される純資産の額（連結財務

諸表規則又は四半期連結財務諸表規則の

規定により作成された連結貸借対照表又

は四半期連結貸借対照表の純資産の部の

合計額に、連結財務諸表規則第４５条の

（１） 規程第３０４条第１項第３号ｂに

規定する債務超過とは、連結貸借対照表

又は四半期連結貸借対照表（比較情報を

除く。以下この項において同じ。）に基

づいて算定される純資産の額（連結財務

諸表規則又は四半期連結財務諸表規則の

規定により作成された連結貸借対照表又

は四半期連結貸借対照表の純資産の部の

合計額に、連結財務諸表規則第４５条の
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２第１項又は四半期連結財務諸表規則第

６０条第１項に規定する準備金等を加え

て得た額から、当該純資産の部に掲記さ

れる新株予約権及び非支配株主持分を控

除して得た額をいう。以下この項におい

て同じ。）が負である場合をいい、上場

会社が連結財務諸表を作成すべき会社で

ない場合は貸借対照表又は四半期貸借対

照表（比較情報を除く。以下この項にお

いて同じ。）に基づいて算定される純資

産の額（財務諸表等規則又は四半期財務

諸表等規則の規定により作成された貸借

対照表又は四半期貸借対照表の純資産の

部の合計額に、財務諸表等規則第５４条

の３第１項又は四半期財務諸表等規則第

５３条第１項に規定する準備金等を加え

て得た額から、当該純資産の部に掲記さ

れる新株予約権を控除して得た額をい

う。以下この項において同じ。）が負で

ある場合をいう。ただし、上場会社がＩ

ＦＲＳ任意適用会社である場合又は連結

財務諸表規則第９５条の規定の適用を受

ける会社である場合は、当該連結貸借対

照表又は当該四半期連結貸借対照表に基

づいて算定される純資産の額（上場会社

が連結財務諸表を作成すべき会社でない

場合は当該貸借対照表又は当該四半期貸

借対照表に基づいて算定される純資産の

額）に相当する額（会計基準の差異によ

る影響額（当取引所が必要と認めるもの

に限る。）を除外した額をいう。）が負

である場合をいう。

２第１項又は四半期連結財務諸表規則第

６０条第１項に規定する準備金等を加え

て得た額から、当該純資産の部に掲記さ

れる新株予約権及び少数株主持分を控除

して得た額をいう。以下この項において

同じ。）が負である場合をいい、上場会

社が連結財務諸表を作成すべき会社でな

い場合は貸借対照表又は四半期貸借対照

表（比較情報を除く。以下この項におい

て同じ。）に基づいて算定される純資産

の額（財務諸表等規則又は四半期財務諸

表等規則の規定により作成された貸借対

照表又は四半期貸借対照表の純資産の部

の合計額に、財務諸表等規則第５４条の

３第１項又は四半期財務諸表等規則第５

３条第１項に規定する準備金等を加えて

得た額から、当該純資産の部に掲記され

る新株予約権を控除して得た額をいう。

以下この項において同じ。）が負である

場合をいう。ただし、上場会社がＩＦＲ

Ｓ任意適用会社である場合又は連結財務

諸表規則第９５条の規定の適用を受ける

会社である場合は、当該連結貸借対照表

又は当該四半期連結貸借対照表に基づい

て算定される純資産の額（上場会社が連

結財務諸表を作成すべき会社でない場合

は当該貸借対照表又は当該四半期貸借対

照表に基づいて算定される純資産の額）

に相当する額（会計基準の差異による影

響額（当取引所が必要と認めるものに限

る。）を除外した額をいう。）が負であ

る場合をいう。

（２） （略） （２） （略）

５・６ （略） ５・６ （略）

（指定替えの要件及び時期）

第３１１条 （略）

（指定替えの要件及び時期）

第３１１条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 規程第３１１条第１項第５号に規定する

債務超過の取扱い及び市場第一部銘柄が同

号に該当する場合の指定替えの時期は次の

各号に定めるところによる。

５ 規程第３１１条第１項第５号に規定する

債務超過の取扱い及び市場第一部銘柄が同

号に該当する場合の指定替えの時期は次の

各号に定めるところによる。

（１） 債務超過の取扱い （１） 債務超過の取扱い

ａ 規程第３１１条第１項第５号に規定

する債務超過の状態とは、連結貸借対

照表（比較情報を除く。以下この項に

おいて同じ。）に基づいて算定される

純資産の額（連結財務諸表規則の規定

ａ 規程第３１１条第１項第５号に規定

する債務超過の状態とは、連結貸借対

照表（比較情報を除く。以下この項に

おいて同じ。）に基づいて算定される

純資産の額（連結財務諸表規則の規定
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により作成された連結貸借対照表の純

資産の部の合計額に、同規則第４５条

の２第１項に規定する準備金等を加え

て得た額から、当該純資産の部に掲記

される新株予約権及び非支配株主持分

を控除して得た額をいう。以下この項

において同じ。）が負である場合をい

い、上場会社が連結財務諸表を作成す

べき会社でない場合は貸借対照表（比

較情報を除く。以下この項において同

じ。）に基づいて算定される純資産の

額（財務諸表等規則の規定により作成

された貸借対照表の純資産の部の合計

額に、同規則第５４条の３第１項に規

定する準備金等を加えて得た額から、

当該純資産の部に掲記される新株予約

権を控除して得た額をいう。以下この

項において同じ。）が負である場合を

いう。ただし、上場会社がＩＦＲＳ任

意適用会社である場合又は連結財務諸

表規則第９５条の規定の適用を受ける

会社である場合は、当該連結貸借対照

表に基づいて算定される純資産の額

（上場会社が連結財務諸表を作成すべ

き会社でない場合は当該貸借対照表に

基づいて算定される純資産の額）に相

当する額（会計基準の差異による影響

額（当取引所が必要と認めるものに限

る。）を除外した額をいう。）が負で

ある場合をいう。

により作成された連結貸借対照表の純

資産の部の合計額に、同規則第４５条

の２第１項に規定する準備金等を加え

て得た額から、当該純資産の部に掲記

される新株予約権及び少数株主持分を

控除して得た額をいう。以下この項に

おいて同じ。）が負である場合をい

い、上場会社が連結財務諸表を作成す

べき会社でない場合は貸借対照表（比

較情報を除く。以下この項において同

じ。）に基づいて算定される純資産の

額（財務諸表等規則の規定により作成

された貸借対照表の純資産の部の合計

額に、同規則第５４条の３第１項に規

定する準備金等を加えて得た額から、

当該純資産の部に掲記される新株予約

権を控除して得た額をいう。以下この

項において同じ。）が負である場合を

いう。ただし、上場会社がＩＦＲＳ任

意適用会社である場合又は連結財務諸

表規則第９５条の規定の適用を受ける

会社である場合は、当該連結貸借対照

表に基づいて算定される純資産の額

（上場会社が連結財務諸表を作成すべ

き会社でない場合は当該貸借対照表に

基づいて算定される純資産の額）に相

当する額（会計基準の差異による影響

額（当取引所が必要と認めるものに限

る。）を除外した額をいう。）が負で

ある場合をいう。

ｂ～ｄ （略） ｂ～ｄ （略）

（２） （略） （２） （略）

（決定事実に係る軽微基準）

第４０１条 規程第４０２条に規定する施行

規則で定める基準のうち同条第１号に掲げ

る事項に係るものは、次の各号に掲げる区

分に従い、当該各号に定めることとする。

ただし、ＩＦＲＳ任意適用会社について

は、連結経常利益に係る基準は適用しな

い。

（決定事実に係る軽微基準）

第４０１条 規程第４０２条に規定する施行

規則で定める基準のうち同条第１号に掲げ

る事項に係るものは、次の各号に掲げる区

分に従い、当該各号に定めることとする。

ただし、ＩＦＲＳ任意適用会社について

は、連結経常利益に係る基準は適用しな

い。

（１） （略） （１） （略）

（２） 規程第４０２条第１号ｍに掲げる

事項

（２） 規程第４０２条第１号ｍに掲げる

事項

ａ 事業の一部を譲渡する場合

次の（ａ）から（ｅ）までに掲げる

もののいずれにも該当すること。

ａ 事業の一部を譲渡する場合

次の（ａ）から（ｅ）までに掲げる

もののいずれにも該当すること。

（ａ）～（ｃ） （略） （ａ）～（ｃ） （略）
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（ｄ） 当該事業の譲渡の予定日の属

する連結会計年度及び翌連結会計年

度の各連結会計年度においていずれ

も当該事業の譲渡による親会社株主

に帰属する当期純利益（ＩＦＲＳ任

意適用会社である場合は、親会社の

所有者に帰属する当期利益。以下第

４０４条までにおいて同じ。）の増

加額又は減少額が直前連結会計年度

の親会社株主に帰属する当期純利益

金額の１００分の３０に相当する額

未満であると見込まれること。

（ｄ） 当該事業の譲渡の予定日の属

する連結会計年度及び翌連結会計年

度の各連結会計年度においていずれ

も当該事業の譲渡による連結当期純

利益（ＩＦＲＳ任意適用会社である

場合は、親会社の所有者に帰属する

当期利益。以下第４０４条までにお

いて同じ。）の増加額又は減少額が

直前連結会計年度の連結当期純利益

金額の１００分の３０に相当する額

未満であると見込まれること。

（ｅ） （略） （ｅ） （略）

ｂ 事業の全部又は一部を譲り受ける場

合

次の（ａ）から（ｅ）までに掲げる

もののいずれにも該当すること。

ｂ 事業の全部又は一部を譲り受ける場

合

次の（ａ）から（ｅ）までに掲げる

もののいずれにも該当すること。

（ａ）～（ｃ） （略） （ａ）～（ｃ） （略）

（ｄ） 当該事業の譲受けの予定日の

属する連結会計年度及び翌連結会計

年度の各連結会計年度においていず

れも当該事業の譲受けによる親会社

株主に帰属する当期純利益の増加額

又は減少額が直前連結会計年度の親

会社株主に帰属する当期純利益金額

の１００分の３０に相当する額未満

であると見込まれること。

（ｄ） 当該事業の譲受けの予定日の

属する連結会計年度及び翌連結会計

年度の各連結会計年度においていず

れも当該事業の譲受けによる連結当

期純利益の増加額又は減少額が直前

連結会計年度の連結当期純利益金額

の１００分の３０に相当する額未満

であると見込まれること。

（ｅ） （略） （ｅ） （略）

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略）

（５） 規程第４０２条第１号ｑに掲げる

事項

次のａからｊまで（上場会社が子会社

取得（子会社等でなかった会社の発行す

る株式又は持分を取得する方法その他の

方法（法第２７条の３第１項に規定する

公開買付けによるものを除く。）によ

り、当該会社を子会社等とすることをい

う。以下同じ。）を行う場合以外の場合

にあっては、ｈ及びｉを除く。）に掲げ

るもののいずれにも該当する子会社等

（連動子会社を除く。）の異動を伴うも

のであること。

（５） 規程第４０２条第１号ｑに掲げる

事項

次のａからｊまで（上場会社が子会社

取得（子会社等でなかった会社の発行す

る株式又は持分を取得する方法その他の

方法（法第２７条の３第１項に規定する

公開買付けによるものを除く。）によ

り、当該会社を子会社等とすることをい

う。以下同じ。）を行う場合以外の場合

にあっては、ｈ及びｉを除く。）に掲げ

るもののいずれにも該当する子会社等

（連動子会社を除く。）の異動を伴うも

のであること。

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略）

ｄ 子会社等又は新たに子会社等となる

会社の直前事業年度の当期純利益金額

（新たに子会社等を設立する場合に

は、子会社等の設立の予定日から３年

以内に開始する当該子会社等の各事業

ｄ 子会社等又は新たに子会社等となる

会社の直前事業年度の当期純利益金額

（新たに子会社等を設立する場合に

は、子会社等の設立の予定日から３年

以内に開始する当該子会社等の各事業
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年度の当期純利益金額の見込額）が上

場会社の直前連結会計年度の親会社株

主に帰属する当期純利益金額の１００

分の３０に相当する額未満であるこ

と。

年度の当期純利益金額の見込額）が上

場会社の直前連結会計年度の連結当期

純利益金額の１００分の３０に相当す

る額未満であること。

ｅ～ｊ （略） ｅ～ｊ （略）

（６） 規程第４０２条第１号ｒに掲げる

事項

（６） 規程第４０２条第１号ｒに掲げる

事項

ａ 固定資産を譲渡する場合

次の（ａ）から（ｄ）までに掲げる

もののいずれにも該当すること。

ａ 固定資産を譲渡する場合

次の（ａ）から（ｄ）までに掲げる

もののいずれにも該当すること。

（ａ）・（ｂ） （略） （ａ）・（ｂ） （略）

（ｃ） 当該固定資産の譲渡の予定日

の属する連結会計年度において当該

固定資産の譲渡による親会社株主に

帰属する当期純利益の増加額又は減

少額が上場会社の直前連結会計年度

の親会社株主に帰属する当期純利益

金額の１００分の３０に相当する額

未満であると見込まれること。

（ｃ） 当該固定資産の譲渡の予定日

の属する連結会計年度において当該

固定資産の譲渡による連結当期純利

益の増加額又は減少額が上場会社の

直前連結会計年度の連結当期純利益

金額の１００分の３０に相当する額

未満であると見込まれること。

（ｄ） （略） （ｄ） （略）

ｂ （略） ｂ （略）

（７） （略） （７） （略）

（８） 規程第４０２条第１号ｔに掲げる

事項

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

（８） 規程第４０２条第１号ｔに掲げる

事項

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ 事業の全部又は一部の休止又は廃止

の予定日の属する連結会計年度開始の

日から３年以内に開始する各連結会計

年度においていずれも当該休止又は廃

止による親会社株主に帰属する当期純

利益の増加額又は減少額が直前連結会

計年度の親会社株主に帰属する当期純

利益金額の１００分の３０に相当する

額未満であると見込まれること。

ｃ 事業の全部又は一部の休止又は廃止

の予定日の属する連結会計年度開始の

日から３年以内に開始する各連結会計

年度においていずれも当該休止又は廃

止による連結当期純利益の増加額又は

減少額が直前連結会計年度の連結当期

純利益金額の１００分の３０に相当す

る額未満であると見込まれること。

ｄ （略） ｄ （略）

（９） （略） （９） （略）

（１０） 規程第４０２条第１号ａｂに掲

げる事項

次のａからｃまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

（１０） 規程第４０２条第１号ａｂに掲

げる事項

次のａからｃまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ 合理化の実施の予定日の属する連結

会計年度開始の日から３年以内に開始

する各連結会計年度においていずれも

ｃ 合理化の実施の予定日の属する連結

会計年度開始の日から３年以内に開始

する各連結会計年度においていずれも
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当該合理化の実施による親会社株主に

帰属する当期純利益の増加額又は減少

額が直前連結会計年度の親会社株主に

帰属する当期純利益金額の１００分の

３０に相当する額未満であると見込ま

れること。

当該合理化の実施による連結当期純利

益の増加額又は減少額が直前連結会計

年度の連結当期純利益金額の１００分

の３０に相当する額未満であると見込

まれること。

（１１）・（１２） （略） （１１）・（１２） （略）

２ 連結財務諸表を作成すべき会社でない会

社に対する前項の規定の適用については、

「連結経常利益」とあるのは「経常利益」

と、「連結会計年度」とあるのは「事業年

度」と、「連結純資産額（連結財務諸表に

おける純資産額をいう。以下第４０４条ま

でにおいて同じ。）」とあるのは「純資産

額（資産の総額から負債の総額を控除して

得た額（控除してなお控除しきれない金額

がある場合には、当該控除しきれない金額

はないものとする。）をいう。以下この項

において同じ。）」と、「連結会社（上場

会社を連結財務諸表提出会社とする連結会

社をいう。以下第４０４条までにおいて同

じ。）の売上高」とあるのは「売上高」

と、「親会社株主に帰属する当期純利益」

とあるのは「当期純利益」と、「連結純資

産額」とあるのは「純資産額」と、「連結

会社の売上高」とあるのは「売上高」と、

「連結会社の固定資産」とあるのは「固定

資産」と、「連結資本金額（連結財務諸表

における資本金の額をいう。以下この条及

び第４０３条において同じ。）」とあるの

は「資本金の額」と、「連結資本金額」と

あるのは「資本金の額」と、「連結会社の

債務」とあるのは「債務」とする。

２ 連結財務諸表を作成すべき会社でない会

社に対する前項の規定の適用については、

「連結経常利益」とあるのは「経常利益」

と、「連結会計年度」とあるのは「事業年

度」と、「連結純資産額（連結財務諸表に

おける純資産額をいう。以下第４０４条ま

でにおいて同じ。）」とあるのは「純資産

額（資産の総額から負債の総額を控除して

得た額（控除してなお控除しきれない金額

がある場合には、当該控除しきれない金額

はないものとする。）をいう。以下この項

において同じ。）」と、「連結会社（上場

会社を連結財務諸表提出会社とする連結会

社をいう。以下第４０４条までにおいて同

じ。）の売上高」とあるのは「売上高」

と、「連結当期純利益」とあるのは「当期

純利益」と、「連結純資産額」とあるのは

「純資産額」と、「連結会社の売上高」と

あるのは「売上高」と、「連結会社の固定

資産」とあるのは「固定資産」と、「連結

資本金額（連結財務諸表における資本金の

額をいう。以下この条及び第４０３条にお

いて同じ。）」とあるのは「資本金の額」

と、「連結資本金額」とあるのは「資本金

の額」と、「連結会社の債務」とあるのは

「債務」とする。

（発生事実に係る軽微基準）

第４０２条 規程第４０２条に規定する施行

規則で定める基準のうち同条第２号に掲げ

る事実に係るものは、次の各号に掲げる区

分に従い、当該各号に定めることとする。

ただし、ＩＦＲＳ任意適用会社について

は、連結経常利益に係る基準は適用しな

い。

（発生事実に係る軽微基準）

第４０２条 規程第４０２条に規定する施行

規則で定める基準のうち同条第２号に掲げ

る事実に係るものは、次の各号に掲げる区

分に従い、当該各号に定めることとする。

ただし、ＩＦＲＳ任意適用会社について

は、連結経常利益に係る基準は適用しな

い。

（１） 規程第４０２条第２号ａに掲げる

事実

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

（１） 規程第４０２条第２号ａに掲げる

事実

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ 災害に起因する損害又は業務遂行の

過程で生じた損害の額が直前連結会計

ｃ 災害に起因する損害又は業務遂行の

過程で生じた損害の額が直前連結会計
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年度の親会社株主に帰属する当期純利

益金額の１００分の３０に相当する額

未満であると見込まれること。

年度の連結当期純利益金額の１００分

の３０に相当する額未満であると見込

まれること。

ｄ （略） ｄ （略）

（２） 規程第４０２条第２号ｄに掲げる

事実

（２） 規程第４０２条第２号ｄに掲げる

事実

ａ （略） ａ （略）

ｂ 訴えについて判決があった場合又は

訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が

裁判によらずに完結した場合

前ａの（ａ）に掲げる基準に該当す

る訴えの提起に係る判決等（訴えにつ

いて判決があったこと又は訴えに係る

訴訟の全部若しくは一部が裁判によら

ずに完結したことをいう。以下この条

及び第４０４条において同じ。）の場

合又は前ａの（ａ）に掲げる基準に該

当しない訴えの提起に係る訴訟の一部

が裁判によらずに完結した場合であっ

て、次の（ａ）から（ｅ）までに掲げ

るもののいずれにも該当すること。

ｂ 訴えについて判決があった場合又は

訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が

裁判によらずに完結した場合

前ａの（ａ）に掲げる基準に該当す

る訴えの提起に係る判決等（訴えにつ

いて判決があったこと又は訴えに係る

訴訟の全部若しくは一部が裁判によら

ずに完結したことをいう。以下この条

及び第４０４条において同じ。）の場

合又は前ａの（ａ）に掲げる基準に該

当しない訴えの提起に係る訴訟の一部

が裁判によらずに完結した場合であっ

て、次の（ａ）から（ｅ）までに掲げ

るもののいずれにも該当すること。

（ａ）～（ｃ） （略） （ａ）～（ｃ） （略）

（ｄ） 判決等の日の属する連結会計

年度開始の日から３年以内に開始す

る各連結会計年度においていずれも

当該判決等による親会社株主に帰属

する当期純利益の減少額が直前連結

会計年度の親会社株主に帰属する当

期純利益金額の１００分の３０に相

当する額未満であると見込まれるこ

と。

（ｄ） 判決等の日の属する連結会計

年度開始の日から３年以内に開始す

る各連結会計年度においていずれも

当該判決等による連結当期純利益の

減少額が直前連結会計年度の連結当

期純利益金額の１００分の３０に相

当する額未満であると見込まれるこ

と。

（ｅ） （略） （ｅ） （略）

（３） 規程第４０２条第２号ｅに掲げる

事実

（３） 規程第４０２条第２号ｅに掲げる

事実

ａ （略） ａ （略）

ｂ 仮処分命令の申立てについての裁判

があった場合又は当該申立てに係る手

続の全部若しくは一部が裁判によらず

に完結した場合

前ａの（ａ）に掲げる基準に該当す

る申立てについての裁判等（申立てに

ついて裁判があったこと又は当該申立

てに係る手続の全部若しくは一部が裁

判によらずに完結したことをいう。以

下この条及び第４０４条において同

じ。）の場合又は前ａの（ａ）に掲げ

る基準に該当しない申立てに係る手続

の一部が裁判によらずに完結した場合

ｂ 仮処分命令の申立てについての裁判

があった場合又は当該申立てに係る手

続の全部若しくは一部が裁判によらず

に完結した場合

前ａの（ａ）に掲げる基準に該当す

る申立てについての裁判等（申立てに

ついて裁判があったこと又は当該申立

てに係る手続の全部若しくは一部が裁

判によらずに完結したことをいう。以

下この条及び第４０４条において同

じ。）の場合又は前ａの（ａ）に掲げ

る基準に該当しない申立てに係る手続

の一部が裁判によらずに完結した場合
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であって、次の（ａ）から（ｄ）まで

のいずれにも該当すること。

であって、次の（ａ）から（ｄ）まで

のいずれにも該当すること。

（ａ）・（ｂ） （略） （ａ）・（ｂ） （略）

（ｃ） 裁判等の日の属する連結会計

年度開始の日から３年以内に開始す

る各連結会計年度においていずれも

当該裁判等による親会社株主に帰属

する当期純利益の減少額が直前連結

会計年度の親会社株主に帰属する当

期純利益金額の１００分の３０に相

当する額未満であると見込まれるこ

と。

（ｃ） 裁判等の日の属する連結会計

年度開始の日から３年以内に開始す

る各連結会計年度においていずれも

当該裁判等による連結当期純利益の

減少額が直前連結会計年度の連結当

期純利益金額の１００分の３０に相

当する額未満であると見込まれるこ

と。

（ｄ） （略） （ｄ） （略）

（４） （略） （４） （略）

（５） 規程第４０２条第２号ｋに掲げる

事実

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

（５） 規程第４０２条第２号ｋに掲げる

事実

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ 売掛金、貸付金その他の債権又は求

償権について当該債務の不履行のおそ

れのある額が直前連結会計年度の親会

社株主に帰属する当期純利益金額の１

００分の３０に相当する額未満である

と見込まれること。

ｃ 売掛金、貸付金その他の債権又は求

償権について当該債務の不履行のおそ

れのある額が直前連結会計年度の連結

当期純利益金額の１００分の３０に相

当する額未満であると見込まれるこ

と。

ｄ （略） ｄ （略）

（６） （略） （６） （略）

（７） 規程第４０２条第２号ｍに掲げる

事実

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

（７） 規程第４０２条第２号ｍに掲げる

事実

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ 債務の免除若しくは債務の返済期限

の延長又は債務の引受け若しくは弁済

による親会社株主に帰属する当期純利

益の増加額が直前連結会計年度の親会

社株主に帰属する当期純利益金額の１

００分の３０に相当する額未満である

と見込まれること。

ｃ 債務の免除若しくは債務の返済期限

の延長又は債務の引受け若しくは弁済

による連結当期純利益の増加額が直前

連結会計年度の連結当期純利益金額の

１００分の３０に相当する額未満であ

ると見込まれること。

ｄ （略） ｄ （略）

（８） （略） （８） （略）

（９） 規程第４０２条第２号ｑに掲げる

事実

次のａ及びｂに掲げるもののいずれに

も該当すること。

（９） 規程第４０２条第２号ｑに掲げる

事実

次のａ及びｂに掲げるもののいずれに

も該当すること。

ａ （略） ａ （略）
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ｂ 各有価証券について時価額が帳簿価

額を下回っている金額を合計した額

が、直前連結会計年度の親会社株主に

帰属する当期純利益金額の１００分の

３０に相当する額未満であること。

ｂ 各有価証券について時価額が帳簿価

額を下回っている金額を合計した額

が、直前連結会計年度の連結当期純利

益金額の１００分の３０に相当する額

未満であること。

２ 連結財務諸表を作成すべき会社でない会

社に対する前項の規定の適用については、

「連結経常利益」とあるのは「経常利益」

と、「連結会計年度」とあるのは「事業年

度」と、「連結純資産額」とあるのは「純

資産額（資産の総額から負債の総額を控除

して得た額（控除してなお控除しきれない

金額がある場合には、当該控除しきれない

金額はないものとする。）をいう。以下こ

の項において同じ。）」と、「親会社株主

に帰属する当期純利益」とあるのは「当期

純利益」と、「連結会社の売上高」とある

のは「売上高」と、「連結会社の債務」と

あるのは「債務」とする。

２ 連結財務諸表を作成すべき会社でない会

社に対する前項の規定の適用については、

「連結経常利益」とあるのは「経常利益」

と、「連結会計年度」とあるのは「事業年

度」と、「連結純資産額」とあるのは「純

資産額（資産の総額から負債の総額を控除

して得た額（控除してなお控除しきれない

金額がある場合には、当該控除しきれない

金額はないものとする。）をいう。以下こ

の項において同じ。）」と、「連結当期純

利益」とあるのは「当期純利益」と、「連

結会社の売上高」とあるのは「売上高」

と、「連結会社の債務」とあるのは「債

務」とする。

（子会社等の決定事実に係る軽微基準）

第４０３条 規程第４０３条に規定する施行

規則で定める基準のうち同条第１号に掲げ

る事項に係るものは、次の各号に掲げる区

分に従い、当該各号に定めることとする。

ただし、規程第４０２条第１号ｑに規定す

る上場外国会社（当取引所が必要と認める

者に限る。）については、当取引所が定め

るところによるものとし、ＩＦＲＳ任意適

用会社については、連結経常利益に係る基

準は適用しない。

（子会社等の決定事実に係る軽微基準）

第４０３条 規程第４０３条に規定する施行

規則で定める基準のうち同条第１号に掲げ

る事項に係るものは、次の各号に掲げる区

分に従い、当該各号に定めることとする。

ただし、規程第４０２条第１号ｑに規定す

る上場外国会社（当取引所が必要と認める

者に限る。）については、当取引所が定め

るところによるものとし、ＩＦＲＳ任意適

用会社については、連結経常利益に係る基

準は適用しない。

（１） 規程第４０３条第１号ａに掲げる

事項

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

（１） 規程第４０３条第１号ａに掲げる

事項

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略）

ｄ 当該株式交換による連結会社の親会

社株主に帰属する当期純利益の増加額

又は減少額が直前連結会計年度の親会

社株主に帰属する当期純利益金額の１

００分の３０に相当する額未満である

と見込まれること。

ｄ 当該株式交換による連結会社の連結

当期純利益の増加額又は減少額が直前

連結会計年度の連結当期純利益金額の

１００分の３０に相当する額未満であ

ると見込まれること。

（２） 規程第４０３条第１号ｂに掲げる

事項

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

（２） 規程第４０３条第１号ｂに掲げる

事項

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略）

ｄ 当該株式移転による連結会社の親会 ｄ 当該株式移転による連結会社の連結
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社株主に帰属する当期純利益の増加額

又は減少額が直前連結会計年度の親会

社株主に帰属する当期純利益金額の１

００分の３０に相当する額未満である

と見込まれること。

当期純利益の増加額又は減少額が直前

連結会計年度の連結当期純利益金額の

１００分の３０に相当する額未満であ

ると見込まれること。

（３） 規程第４０３条第１号ｃに掲げる

事項

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

（３） 規程第４０３条第１号ｃに掲げる

事項

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略）

ｄ 当該合併による連結会社の親会社株

主に帰属する当期純利益の増加額又は

減少額が直前連結会計年度の親会社株

主に帰属する当期純利益金額の１００

分の３０に相当する額未満であると見

込まれること。

ｄ 当該合併による連結会社の連結当期

純利益の増加額又は減少額が直前連結

会計年度の連結当期純利益金額の１０

０分の３０に相当する額未満であると

見込まれること。

（４） 規程第４０３条第１号ｄに掲げる

事項

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

（４） 規程第４０３条第１号ｄに掲げる

事項

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略）

ｄ 当該会社分割による連結会社の親会

社株主に帰属する当期純利益の増加額

又は減少額が直前連結会計年度の親会

社株主に帰属する当期純利益金額の１

００分の３０に相当する額未満である

と見込まれること。

ｄ 当該会社分割による連結会社の連結

当期純利益の増加額又は減少額が直前

連結会計年度の連結当期純利益金額の

１００分の３０に相当する額未満であ

ると見込まれること。

（５） 規程第４０３条第１号ｅに掲げる

事項

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

（５） 規程第４０３条第１号ｅに掲げる

事項

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略）

ｄ 当該事業の譲渡又は譲受けによる連

結会社の親会社株主に帰属する当期純

利益の増加額又は減少額が直前連結会

計年度の親会社株主に帰属する当期純

利益金額の１００分の３０に相当する

額未満であると見込まれること。

ｄ 当該事業の譲渡又は譲受けによる連

結会社の連結当期純利益の増加額又は

減少額が直前連結会計年度の連結当期

純利益金額の１００分の３０に相当す

る額未満であると見込まれること。

（５）の２ 規程第４０３条第１号ｆに掲

げる事項

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

（５）の２ 規程第４０３条第１号ｆに掲

げる事項

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略）

ｄ 当該解散による連結会社の親会社株

主に帰属する当期純利益の増加額又は

減少額が直前連結会計年度の親会社株

主に帰属する当期純利益金額の１００

ｄ 当該解散による連結会社の連結当期

純利益の増加額又は減少額が直前連結

会計年度の連結当期純利益金額の１０

０分の３０に相当する額未満であると
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分の３０に相当する額未満であると見

込まれること。

見込まれること。

（６）・（７） （略） （６）・（７） （略）

（８） 規程第４０３条第１号ｉに掲げる

事項

次のａからｈまで（子会社等が孫会社

取得（上場会社の孫会社でなかった会社

の発行する株式又は持分を取得する方法

その他の方法（法第２７条の３第１項に

規定する公開買付けによるものを除

く。）により、当該会社を上場会社の孫

会社とすることをいう。以下同じ。）を

行う場合以外の場合にあっては、ｈを除

く。）に掲げるもののいずれにも該当す

ること。

（８） 規程第４０３条第１号ｉに掲げる

事項

次のａからｈまで（子会社等が孫会社

取得（上場会社の孫会社でなかった会社

の発行する株式又は持分を取得する方法

その他の方法（法第２７条の３第１項に

規定する公開買付けによるものを除

く。）により、当該会社を上場会社の孫

会社とすることをいう。以下同じ。）を

行う場合以外の場合にあっては、ｈを除

く。）に掲げるもののいずれにも該当す

ること。

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略）

ｄ 孫会社又は新たに孫会社となる会社

の直前事業年度の当期純利益金額（新

たに孫会社を設立する場合には、孫会

社の設立の予定日から３年以内に開始

する当該孫会社の各事業年度の当期純

利益金額の見込額）が連結会社の直前

連結会計年度の親会社株主に帰属する

当期純利益金額の１００分の３０に相

当する額未満であること。

ｄ 孫会社又は新たに孫会社となる会社

の直前事業年度の当期純利益金額（新

たに孫会社を設立する場合には、孫会

社の設立の予定日から３年以内に開始

する当該孫会社の各事業年度の当期純

利益金額の見込額）が連結会社の直前

連結会計年度の連結当期純利益金額の

１００分の３０に相当する額未満であ

ること。

ｅ～ｈ （略） ｅ～ｈ （略）

（９） 規程第４０３条第１号ｊに掲げる

事項

（９） 規程第４０３条第１号ｊに掲げる

事項

ａ 固定資産を譲渡する場合

次の（ａ）から（ｃ）までに掲げる

もののいずれにも該当すること。

ａ 固定資産を譲渡する場合

次の（ａ）から（ｃ）までに掲げる

もののいずれにも該当すること。

（ａ）・（ｂ） （略） （ａ）・（ｂ） （略）

（ｃ） 当該固定資産の譲渡の予定日

の属する連結会計年度において当該

固定資産の譲渡による親会社株主に

帰属する当期純利益の増加額又は減

少額が連結会社の直前連結会計年度

の親会社株主に帰属する当期純利益

金額の１００分の３０に相当する額

未満であると見込まれること。

（ｃ） 当該固定資産の譲渡の予定日

の属する連結会計年度において当該

固定資産の譲渡による連結当期純利

益の増加額又は減少額が連結会社の

直前連結会計年度の連結当期純利益

金額の１００分の３０に相当する額

未満であると見込まれること。

ｂ （略） ｂ （略）

（１０） （略） （１０） （略）

（１１） 規程第４０３条第１号１に掲げ

る事項

次のａからｃまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

（１１） 規程第４０３条第１号１に掲げ

る事項

次のａからｃまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）
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ｃ 事業の全部又は一部の休止又は廃止

の予定日の属する連結会計年度開始の

日から３年以内に開始する各連結会計

年度においていずれも当該休止又は廃

止による親会社株主に帰属する当期純

利益の増加額又は減少額が直前連結会

計年度の親会社株主に帰属する当期純

利益金額の１００分の３０に相当する

額未満であると見込まれること。

ｃ 事業の全部又は一部の休止又は廃止

の予定日の属する連結会計年度開始の

日から３年以内に開始する各連結会計

年度においていずれも当該休止又は廃

止による連結当期純利益の増加額又は

減少額が直前連結会計年度の連結当期

純利益金額の１００分の３０に相当す

る額未満であると見込まれること。

（１２） （略） （１２） （略）

（１３） 規程第４０３条第１号ｐに掲げ

る事項

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

（１３） 規程第４０３条第１号ｐに掲げ

る事項

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略）

ｄ 当該子会社等の直前事業年度の当期

純利益金額が連結会社の直前連結会計

年度の親会社株主に帰属する当期純利

益金額の１００分の３０に相当する額

未満であること。

ｄ 当該子会社等の直前事業年度の当期

純利益金額が連結会社の直前連結会計

年度の連結当期純利益金額の１００分

の３０に相当する額未満であること。

（１４） （略） （１４） （略）

（子会社等の発生事実に係る軽微基準）

第４０４条 規程第４０３条に規定する施行

規則で定める基準のうち同条第２号に掲げ

る事実に係るものは、次の各号に掲げる区

分に従い、当該各号に定めることとする。

ただし、規程第４０２条第１号ｑに規定す

る上場外国会社（当取引所が必要と認める

者に限る。）については、当取引所が定め

るところによるものとし、ＩＦＲＳ任意適

用会社については、連結経常利益に係る基

準は適用しない。

（子会社等の発生事実に係る軽微基準）

第４０４条 規程第４０３条に規定する施行

規則で定める基準のうち同条第２号に掲げ

る事実に係るものは、次の各号に掲げる区

分に従い、当該各号に定めることとする。

ただし、規程第４０２条第１号ｑに規定す

る上場外国会社（当取引所が必要と認める

者に限る。）については、当取引所が定め

るところによるものとし、ＩＦＲＳ任意適

用会社については、連結経常利益に係る基

準は適用しない。

（１） 規程第４０３条第２号ａに掲げる

事実

次のａからｃまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

（１） 規程第４０３条第２号ａに掲げる

事実

次のａからｃまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ 当該災害に起因する損害又は業務遂

行の過程で生じた損害による連結会社

の親会社株主に帰属する当期純利益の

増加額又は減少額が直前連結会計年度

の親会社株主に帰属する当期純利益金

額の１００分の３０に相当する額未満

であると見込まれること。

ｃ 当該災害に起因する損害又は業務遂

行の過程で生じた損害による連結会社

の連結当期純利益の増加額又は減少額

が直前連結会計年度の連結当期純利益

金額の１００分の３０に相当する額未

満であると見込まれること。

（２） 規程第４０３条第２号ｂに掲げる

事実

（２） 規程第４０３条第２号ｂに掲げる

事実
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ａ （略） ａ （略）

ｂ 訴えについて判決があった場合又は

訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が

裁判によらずに完結した場合

前ａに掲げる基準に該当する訴えの

提起に係る判決等の場合又は前ａに掲

げる基準に該当しない訴えの提起に係

る訴訟の一部が裁判によらずに完結し

た 場 合 で あ っ て 、 次 の （ ａ ） か ら

（ｄ）までのいずれにも該当するこ

と。

ｂ 訴えについて判決があった場合又は

訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が

裁判によらずに完結した場合

前ａに掲げる基準に該当する訴えの

提起に係る判決等の場合又は前ａに掲

げる基準に該当しない訴えの提起に係

る訴訟の一部が裁判によらずに完結し

た 場 合 で あ っ て 、 次 の （ ａ ） か ら

（ｄ）までのいずれにも該当するこ

と。

（ａ）～（ｃ） （略） （ａ）～（ｃ） （略）

（ｄ） 判決等の日の属する連結会計

年度開始の日から３年以内に開始す

る各連結会計年度においていずれも

当該判決等による親会社株主に帰属

する当期純利益の減少額が直前連結

会計年度の親会社株主に帰属する当

期純利益金額の１００分の３０に相

当する額未満であると見込まれるこ

と。

（ｄ） 判決等の日の属する連結会計

年度開始の日から３年以内に開始す

る各連結会計年度においていずれも

当該判決等による連結当期純利益の

減少額が直前連結会計年度の連結当

期純利益金額の１００分の３０に相

当する額未満であると見込まれるこ

と。

（３） 規程第４０３条第２号ｃに掲げる

事実

（３） 規程第４０３条第２号ｃに掲げる

事実

ａ （略） ａ （略）

ｂ 仮処分命令の申立てについての裁判

があった場合又は当該申立てに係る手

続の全部若しくは一部が裁判によらず

に完結した場合

前ａに掲げる基準に該当する申立て

についての裁判等の場合又は前ａに掲

げる基準に該当しない申立てに係る手

続の一部が裁判によらずに完結した場

合であって、次の（ａ）から（ｃ）ま

でのいずれにも該当すること。

ｂ 仮処分命令の申立てについての裁判

があった場合又は当該申立てに係る手

続の全部若しくは一部が裁判によらず

に完結した場合

前ａに掲げる基準に該当する申立て

についての裁判等の場合又は前ａに掲

げる基準に該当しない申立てに係る手

続の一部が裁判によらずに完結した場

合であって、次の（ａ）から（ｃ）ま

でのいずれにも該当すること。

（ａ）・（ｂ） （略） （ａ）・（ｂ） （略）

（ｃ） 裁判等の日の属する連結会計

年度開始の日から３年以内に開始す

る各連結会計年度においていずれも

当該裁判等による親会社株主に帰属

する当期純利益の減少額が直前連結

会計年度の親会社株主に帰属する当

期純利益金額の１００分の３０に相

当する額未満であると見込まれるこ

と。

（ｃ） 裁判等の日の属する連結会計

年度開始の日から３年以内に開始す

る各連結会計年度においていずれも

当該裁判等による連結当期純利益の

減少額が直前連結会計年度の連結当

期純利益金額の１００分の３０に相

当する額未満であると見込まれるこ

と。

（４） （略） （４） （略）

（５） 規程第４０３条第２号ｈに掲げる

事実

次のａからｃまでに掲げるもののいず

（５） 規程第４０３条第２号ｈに掲げる

事実

次のａからｃまでに掲げるもののいず
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れにも該当すること。 れにも該当すること。

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ 売掛金、貸付金その他の債権又は求

償権について当該債務の不履行のおそ

れのある額が直前連結会計年度の親会

社株主に帰属する当期純利益金額の１

００分の３０に相当する額未満である

と見込まれること。

ｃ 売掛金、貸付金その他の債権又は求

償権について当該債務の不履行のおそ

れのある額が直前連結会計年度の連結

当期純利益金額の１００分の３０に相

当する額未満であると見込まれるこ

と。

（６） （略） （６） （略）

（７） 規程第４０３条第２号ｊに掲げる

事実

次のａからｃまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

（７） 規程第４０３条第２号ｊに掲げる

事実

次のａからｃまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ 債務の免除若しくは債務の返済期限

の延長又は債務の引受け若しくは弁済

による親会社株主に帰属する当期純利

益の増加額が直前連結会計年度の親会

社株主に帰属する当期純利益金額の１

００分の３０に相当する額未満である

と見込まれること。

ｃ 債務の免除若しくは債務の返済期限

の延長又は債務の引受け若しくは弁済

による連結当期純利益の増加額が直前

連結会計年度の連結当期純利益金額の

１００分の３０に相当する額未満であ

ると見込まれること。

（８） （略） （８） （略）

付  則

１ この改正規定は、平成２７年４月１日か

ら施行する。

２ この改正規定施行の日前に開始した連結

会計年度に係るものについては、「親会社

株主に帰属する当期純利益」とあるのは

「連結当期純利益」と、「非支配株主持

分」とあるのは「少数株主持分」とする。

別添６ 類似会社比準価格の算定基準

類似会社比準価格の算定については、以下

に定めるところによるものとする。

１． （略）

２．類似会社比準価格算定式

（略）

（１） １株当たり純利益額及び純資産額

について

ａ １株当たり純利益額は、損益計算書

における直前事業年度の当期純利益額

に基づき算出する。

ｂ （略）

（２）～（４） （略）

別添６ 類似会社比準価格の算定基準

類似会社比準価格の算定については、以下

に定めるところによるものとする。

１． （略）

２．類似会社比準価格算定式

（略）

（１） １株当たり純利益額及び純資産額

について

ａ １株当たり純利益額は、損益計算書

における直前事業年度の税引後当期純

利益額に基づき算出する。

ｂ （略）

（２）～（４） （略）
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（５） 異常な特別損益等により当期純利

益額を採用することが適当でない場合又は

最近数年間における業績に大きな変動が認

められるなど、第１号により難い場合に

は、合理的な方法によることができる。

（６）・（７） （略）

別添８ 運用資産に係る書面の記載要領

運用資産に係る書面に記載する事項を次の

とおり定める。

Ⅰ 運用資産の状況

１．（略）

２．未公開株等及び未公開株等関連資産

（１）（略）

（２）未公開株等及び未公開株等関連資産

の発行者（以下「未公開企業」とい

う。）に関する事項

ａ （略）

ｂ 直前連結会計年度（当該直前連結会計

年度の末日以後提出日までの期間におい

て終了する中間連結会計期間（四半期決

算を行っている場合は四半期連結会計期

間、第１四半期又は第３四半期のうち提

出日の直前のものをいう。以下同じ。）

がある場合には、当該中間連結会計期間

を含む。）に係る売上高、経常利益、親

会社株主に帰属する当期純利益、配当総

額及び当該直前連結会計年度の末日にお

ける総資産の額、総負債の額及び株主資

本（純資産）の額を前年同期と比較して

記載することとし、公認会計士等による

監査の有無について注記するものとす

る。この場合において、未公開企業が連

結財務諸表を作成すべき会社でない場合

は、「連結会計年度」とあるのは「事業

年度」と、「中間連結会計期間」とある

のは「中間会計期間」と、「四半期連結

会計期間」とあるのは「四半期会計期

間」と、「親会社株主に帰属する当期純

利益」とあるのは「当期純利益」と、そ

れぞれ読み替えるものとする。

（５） 異常な特別損益等により税引後当

期純利益額を採用することが適当でない場

合又は最近数年間における業績に大きな変

動が認められるなど、第１号により難い場

合には、合理的な方法によることができ

る。

（６）・（７） （略）

別添８ 運用資産に係る書面の記載要領

運用資産に係る書面に記載する事項を次の

とおり定める。

Ⅰ 運用資産の状況

１．（略）

２．未公開株等及び未公開株等関連資産

（１）（略）

（２）未公開株等及び未公開株等関連資産

の発行者（以下「未公開企業」とい

う。）に関する事項

ａ （略）

ｂ 直前連結会計年度（当該直前連結会計

年度の末日以後提出日までの期間におい

て終了する中間連結会計期間（四半期決

算を行っている場合は四半期連結会計期

間、第１四半期又は第３四半期のうち提

出日の直前のものをいう。以下同じ。）

がある場合には、当該中間連結会計期間

を含む。）に係る売上高、経常利益、当

期利益、配当総額及び当該直前連結会計

年度の末日における総資産の額、総負債

の額及び株主資本（純資産）の額を前年

同期と比較して記載することとし、公認

会計士等による監査の有無について注記

するものとする。この場合において、未

公開企業が連結財務諸表を作成すべき会

社でない場合は、「連結会計年度」とあ

るのは「事業年度」と、「中間連結会計

期間」とあるのは「中間会計期間」と、

「四半期連結会計期間」とあるのは「四

半期会計期間」と、それぞれ読み替える

ものとする。
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特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（決定事実に係る軽微基準）

第１０８条 特例第１１８条に規定する施行

規則で定める基準のうち同条第１号に掲げ

る事項に係るものは、次の各号に掲げる区

分に従い、当該各号に定めることとする。

（決定事実に係る軽微基準）

第１０８条 特例第１１８条に規定する施行

規則で定める基準のうち同条第１号に掲げ

る事項に係るものは、次の各号に掲げる区

分に従い、当該各号に定めることとする。

（１） （略） （１） （略）

（２） 特例第１１８条第１号ｎに掲げる

事項

（２） 特例第１１８条第１号ｎに掲げる

事項

ａ 事業の一部を譲渡する場合

次の（ａ）から（ｅ）までに掲げる

もののいずれにも該当すること。

ａ 事業の一部を譲渡する場合

次の（ａ）から（ｅ）までに掲げる

もののいずれにも該当すること。

（ａ）～（ｃ） （略） （ａ）～（ｃ） （略）

（ｄ） 当該事業の譲渡の予定日の属

する連結会計年度及び翌連結会計年

度の各連結会計年度においていずれ

も当該事業の譲渡による親会社株主

に帰属する当期純利益の増加額又は

減少額が直前連結会計年度の親会社

株主に帰属する当期純利益金額の１

００分の３０に相当する額未満であ

ると見込まれること。

（ｄ） 当該事業の譲渡の予定日の属

する連結会計年度及び翌連結会計年

度の各連結会計年度においていずれ

も当該事業の譲渡による連結当期純

利益の増加額又は減少額が直前連結

会計年度の連結当期純利益金額の１

００分の３０に相当する額未満であ

ると見込まれること。

（ｅ） （略） （ｅ） （略）

ｂ 事業の全部又は一部を譲り受ける場

合

次の（ａ）から（ｅ）までに掲げる

もののいずれにも該当すること。

ｂ 事業の全部又は一部を譲り受ける場

合

次の（ａ）から（ｅ）までに掲げる

もののいずれにも該当すること。

（ａ）～（ｃ） （略） （ａ）～（ｃ） （略）

（ｄ） 当該事業の譲受けの予定日の

属する連結会計年度及び翌連結会計

年度の各連結会計年度においていず

れも当該事業の譲受けによる親会社

株主に帰属する当期純利益の増加額

又は減少額が直前連結会計年度の親

会社株主に帰属する当期純利益金額

の１００分の３０に相当する額未満

であると見込まれること。

（ｄ） 当該事業の譲受けの予定日の

属する連結会計年度及び翌連結会計

年度の各連結会計年度においていず

れも当該事業の譲受けによる連結当

期純利益の増加額又は減少額が直前

連結会計年度の連結当期純利益金額

の１００分の３０に相当する額未満

であると見込まれること。

（ｅ） （略） （ｅ） （略）

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略）

（５） 特例第１１８条第１号ｒに掲げる

事項

次のａからｊまで（上場会社が子会社

取得（子会社等でなかった会社の発行す

る株式又は持分を取得する方法その他の

（５） 特例第１１８条第１号ｒに掲げる

事項

次のａからｊまで（上場会社が子会社

取得（子会社等でなかった会社の発行す

る株式又は持分を取得する方法その他の
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方法（法第２７条の３第１項に規定する

公開買付けによるものを除く。）によ

り、当該会社を子会社等とすることをい

う。以下同じ。）を行う場合以外の場合

にあっては、ｈ及びｉを除く。）に掲げ

るもののいずれにも該当する子会社等

（連動子会社を除く。）の異動を伴うも

のであること。

方法（法第２７条の３第１項に規定する

公開買付けによるものを除く。）によ

り、当該会社を子会社等とすることをい

う。以下同じ。）を行う場合以外の場合

にあっては、ｈ及びｉを除く。）に掲げ

るもののいずれにも該当する子会社等

（連動子会社を除く。）の異動を伴うも

のであること。

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略）

ｄ 子会社等又は新たに子会社等となる

会社の直前事業年度の当期純利益金額

（新たに子会社等を設立する場合に

は、子会社等の設立の予定日から３年

以内に開始する当該子会社等の各事業

年度の当期純利益金額の見込額）が上

場会社の直前連結会計年度の親会社株

主に帰属する当期純利益金額の１００

分の３０に相当する額未満であるこ

と。

ｄ 子会社等又は新たに子会社等となる

会社の直前事業年度の当期純利益金額

（新たに子会社等を設立する場合に

は、子会社等の設立の予定日から３年

以内に開始する当該子会社等の各事業

年度の当期純利益金額の見込額）が上

場会社の直前連結会計年度の連結当期

純利益金額の１００分の３０に相当す

る額未満であること。

ｅ～ｊ （略） ｅ～ｊ （略）

（６） 特例第１１８条第１号ｓに掲げる

事項

（６） 特例第１１８条第１号ｓに掲げる

事項

ａ 固定資産を譲渡する場合

次の（ａ）から（ｄ）までに掲げる

もののいずれにも該当すること。

ａ 固定資産を譲渡する場合

次の（ａ）から（ｄ）までに掲げる

もののいずれにも該当すること。

（ａ）・（ｂ） （略） （ａ）・（ｂ） （略）

（ｃ） 当該固定資産の譲渡の予定日

の属する連結会計年度において当該

固定資産の譲渡による親会社株主に

帰属する当期純利益の増加額又は減

少額が上場会社の直前連結会計年度

の親会社株主に帰属する当期純利益

金額の１００分の３０に相当する額

未満であると見込まれること。

（ｃ） 当該固定資産の譲渡の予定日

の属する連結会計年度において当該

固定資産の譲渡による連結当期純利

益の増加額又は減少額が上場会社の

直前連結会計年度の連結当期純利益

金額の１００分の３０に相当する額

未満であると見込まれること。

（ｄ） （略） （ｄ） （略）

ｂ （略） ｂ （略）

（７） （略） （７） （略）

（８） 特例第１１８条第１号ｕに掲げる

事項

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

（８） 特例第１１８条第１号ｕに掲げる

事項

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ 事業の全部又は一部の休止又は廃止

の予定日の属する連結会計年度開始の

日から３年以内に開始する各連結会計

年度においていずれも当該休止又は廃

止による親会社株主に帰属する当期純

ｃ 事業の全部又は一部の休止又は廃止

の予定日の属する連結会計年度開始の

日から３年以内に開始する各連結会計

年度においていずれも当該休止又は廃

止による連結当期純利益の増加額又は
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利益の増加額又は減少額が直前連結会

計年度の親会社株主に帰属する当期純

利益金額の１００分の３０に相当する

額未満であると見込まれること。

減少額が直前連結会計年度の連結当期

純利益金額の１００分の３０に相当す

る額未満であると見込まれること。

ｄ （略） ｄ （略）

（９） （略） （９） （略）

（１０） 特例第１１８条第１号ａｃに掲

げる事項

次のａからｃまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

（１０） 特例第１１８条第１号ａｃに掲

げる事項

次のａからｃまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ 合理化の実施の予定日の属する連結

会計年度開始の日から３年以内に開始

する各連結会計年度においていずれも

当該合理化の実施による親会社株主に

帰属する当期純利益の増加額又は減少

額が直前連結会計年度の親会社株主に

帰属する当期純利益金額の１００分の

３０に相当する額未満であると見込ま

れること。

ｃ 合理化の実施の予定日の属する連結

会計年度開始の日から３年以内に開始

する各連結会計年度においていずれも

当該合理化の実施による連結当期純利

益の増加額又は減少額が直前連結会計

年度の連結当期純利益金額の１００分

の３０に相当する額未満であると見込

まれること。

（１１）・（１２） （略） （１１）・（１２） （略）

２ 連結財務諸表を作成すべき会社でない会

社に対する前項の規定の適用については、

「連結経常利益」とあるのは「経常利益」

と、「連結会計年度」とあるのは「事業年

度」と、「連結純資産額（連結財務諸表に

おける純資産額をいう。以下同じ。）」と

あるのは「純資産額（資産の総額から負債

の総額を控除して得た額（控除してなお控

除しきれない金額がある場合には、当該控

除しきれない金額はないものとする。）を

いう。以下この項において同じ。）」と、

「連結会社（上場会社を連結財務諸表提出

会社とする連結会社をいう。以下同じ。）

の売上高」とあるのは「売上高」と、「親

会社株主に帰属する当期純利益」とあるの

は「当期純利益」と、「連結純資産額」と

あるのは「純資産額」と、「連結会社の売

上高」とあるのは「売上高」と、「連結会

社の固定資産」とあるのは「固定資産」

と、「連結資本金額（連結財務諸表におけ

る資本金の額をいう。以下同じ。）」とあ

るのは「資本金の額」と、「連結資本金

額」とあるのは「資本金の額」と、「連結

会社の債務」とあるのは「債務」とする。

２ 連結財務諸表を作成すべき会社でない会

社に対する前項の規定の適用については、

「連結経常利益」とあるのは「経常利益」

と、「連結会計年度」とあるのは「事業年

度」と、「連結純資産額（連結財務諸表に

おける純資産額をいう。以下同じ。）」と

あるのは「純資産額（資産の総額から負債

の総額を控除して得た額（控除してなお控

除しきれない金額がある場合には、当該控

除しきれない金額はないものとする。）を

いう。以下この項において同じ。）」と、

「連結会社（上場会社を連結財務諸表提出

会社とする連結会社をいう。以下同じ。）

の売上高」とあるのは「売上高」と、「連

結当期純利益」とあるのは「当期純利益」

と、「連結純資産額」とあるのは「純資産

額」と、「連結会社の売上高」とあるのは

「売上高」と、「連結会社の固定資産」と

あるのは「固定資産」と、「連結資本金額

（連結財務諸表における資本金の額をい

う。以下同じ。）」とあるのは「資本金の

額」と、「連結資本金額」とあるのは「資

本金の額」と、「連結会社の債務」とある

のは「債務」とする。

（発生事実に係る軽微基準）

第１０９条 特例第１１８条に規定する施行

（発生事実に係る軽微基準）

第１０９条 特例第１１８条に規定する施行
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規則で定める基準のうち同条第２号に掲げ

る事実に係るものは、次の各号に掲げる区

分に従い、当該各号に定めることとする。

規則で定める基準のうち同条第２号に掲げ

る事実に係るものは、次の各号に掲げる区

分に従い、当該各号に定めることとする。

（１） 特例第１１８条第２号ａに掲げる

事実

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

（１） 特例第１１８条第２号ａに掲げる

事実

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ 災害に起因する損害又は業務遂行の

過程で生じた損害の額が直前連結会計

年度の親会社株主に帰属する当期純利

益金額の１００分の３０に相当する額

未満であると見込まれること。

ｃ 災害に起因する損害又は業務遂行の

過程で生じた損害の額が直前連結会計

年度の連結当期純利益金額の１００分

の３０に相当する額未満であると見込

まれること。

ｄ （略） ｄ （略）

（２） 特例第１１８条第２号ｄに掲げる

事実

（２） 特例第１１８条第２号ｄに掲げる

事実

ａ （略） ａ （略）

ｂ 訴えについて判決があった場合又は

訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が

裁判によらずに完結した場合

前ａの（ａ）に掲げる基準に該当す

る訴えの提起に係る判決等（訴えにつ

いて判決があったこと又は訴えに係る

訴訟の全部若しくは一部が裁判によら

ずに完結したことをいう。以下同

じ。）の場合又は同（ａ）に掲げる基

準に該当しない訴えの提起に係る訴訟

の一部が裁判によらずに完結した場合

であって、次の（ａ）から（ｅ）まで

に掲げるもののいずれにも該当するこ

と。

ｂ 訴えについて判決があった場合又は

訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が

裁判によらずに完結した場合

前ａの（ａ）に掲げる基準に該当す

る訴えの提起に係る判決等（訴えにつ

いて判決があったこと又は訴えに係る

訴訟の全部若しくは一部が裁判によら

ずに完結したことをいう。以下同

じ。）の場合又は同（ａ）に掲げる基

準に該当しない訴えの提起に係る訴訟

の一部が裁判によらずに完結した場合

であって、次の（ａ）から（ｅ）まで

に掲げるもののいずれにも該当するこ

と。

（ａ）～（ｃ） （略） （ａ）～（ｃ） （略）

（ｄ） 判決等の日の属する連結会計

年度開始の日から３年以内に開始す

る各連結会計年度においていずれも

当該判決等による親会社株主に帰属

する当期純利益の減少額が直前連結

会計年度の親会社株主に帰属する当

期純利益金額の１００分の３０に相

当する額未満であると見込まれるこ

と。

（ｄ） 判決等の日の属する連結会計

年度開始の日から３年以内に開始す

る各連結会計年度においていずれも

当該判決等による連結当期純利益の

減少額が直前連結会計年度の連結当

期純利益金額の１００分の３０に相

当する額未満であると見込まれるこ

と。

（ｅ） （略） （ｅ） （略）

（３） 特例第１１８条第２号ｅに掲げる

事実

（３） 特例第１１８条第２号ｅに掲げる

事実

ａ （略） ａ （略）

ｂ 仮処分命令の申立てについての裁判

があった場合又は当該申立てに係る手

ｂ 仮処分命令の申立てについての裁判

があった場合又は当該申立てに係る手
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続の全部若しくは一部が裁判によらず

に完結した場合

前ａの（ａ）に掲げる基準に該当す

る申立てについての裁判等（申立てに

ついて裁判があったこと又は当該申立

てに係る手続の全部若しくは一部が裁

判によらずに完結したことをいう。以

下同じ。）の場合又は同（ａ）に掲げ

る基準に該当しない申立てに係る手続

の一部が裁判によらずに完結した場合

であって、次の（ａ）から（ｄ）まで

のいずれにも該当すること。

続の全部若しくは一部が裁判によらず

に完結した場合

前ａの（ａ）に掲げる基準に該当す

る申立てについての裁判等（申立てに

ついて裁判があったこと又は当該申立

てに係る手続の全部若しくは一部が裁

判によらずに完結したことをいう。以

下同じ。）の場合又は同（ａ）に掲げ

る基準に該当しない申立てに係る手続

の一部が裁判によらずに完結した場合

であって、次の（ａ）から（ｄ）まで

のいずれにも該当すること。

（ａ）・（ｂ） （略） （ａ）・（ｂ） （略）

（ｃ） 裁判等の日の属する連結会計

年度開始の日から３年以内に開始す

る各連結会計年度においていずれも

当該裁判等による親会社株主に帰属

する当期純利益の減少額が直前連結

会計年度の親会社株主に帰属する当

期純利益金額の１００分の３０に相

当する額未満であると見込まれるこ

と。

（ｃ） 裁判等の日の属する連結会計

年度開始の日から３年以内に開始す

る各連結会計年度においていずれも

当該裁判等による連結当期純利益の

減少額が直前連結会計年度の連結当

期純利益金額の１００分の３０に相

当する額未満であると見込まれるこ

と。

（ｄ） （略） （ｄ） （略）

（４） （略） （４） （略）

（５） 特例第１１８条第２号ｋに掲げる

事実

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

（５） 特例第１１８条第２号ｋに掲げる

事実

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ 売掛金、貸付金その他の債権又は求

償権について当該債務の不履行のおそ

れのある額が直前連結会計年度の親会

社株主に帰属する当期純利益金額の１

００分の３０に相当する額未満である

と見込まれること。

ｃ 売掛金、貸付金その他の債権又は求

償権について当該債務の不履行のおそ

れのある額が直前連結会計年度の連結

当期純利益金額の１００分の３０に相

当する額未満であると見込まれるこ

と。

ｄ （略） ｄ （略）

（６） （略） （６） （略）

（７） 特例第１１８条第２号ｍに掲げる

事実

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

（７） 特例第１１８条第２号ｍに掲げる

事実

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ 債務の免除若しくは債務の返済期限

の延長又は債務の引受け若しくは弁済

による親会社株主に帰属する当期純利

益の増加額が直前連結会計年度の親会

社株主に帰属する当期純利益金額の１

ｃ 債務の免除若しくは債務の返済期限

の延長又は債務の引受け若しくは弁済

による連結当期純利益の増加額が直前

連結会計年度の連結当期純利益金額の

１００分の３０に相当する額未満であ
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００分の３０に相当する額未満である

と見込まれること。

ると見込まれること。

ｄ （略） ｄ （略）

（８） （略） （８） （略）

（９） 特例第１１８条第２号ｑに掲げる

事実

次のａ及びｂに掲げるもののいずれに

も該当すること。

（９） 特例第１１８条第２号ｑに掲げる

事実

次のａ及びｂに掲げるもののいずれに

も該当すること。

ａ （略） ａ （略）

ｂ 各有価証券について時価額が帳簿価

額を下回っている金額を合計した額

が、直前連結会計年度の親会社株主に

帰属する当期純利益金額の１００分の

３０に相当する額未満であること。

ｂ 各有価証券について時価額が帳簿価

額を下回っている金額を合計した額

が、直前連結会計年度の連結当期純利

益金額の１００分の３０に相当する額

未満であること。

２ 連結財務諸表を作成すべき会社でない会

社に対する前項の規定の適用については、

「連結経常利益」とあるのは「経常利益」

と、「連結会計年度」とあるのは「事業年

度」と、「連結純資産額」とあるのは「純

資産額（資産の総額から負債の総額を控除

して得た額（控除してなお控除しきれない

金額がある場合には、当該控除しきれない

金額はないものとする。）をいう。以下こ

の項において同じ。）」と、「親会社株主

に帰属する当期純利益」とあるのは「当期

純利益」と、「連結会社の売上高」とある

のは「売上高」と、「連結会社の債務」と

あるのは「債務」とする。

２ 連結財務諸表を作成すべき会社でない会

社に対する前項の規定の適用については、

「連結経常利益」とあるのは「経常利益」

と、「連結会計年度」とあるのは「事業年

度」と、「連結純資産額」とあるのは「純

資産額（資産の総額から負債の総額を控除

して得た額（控除してなお控除しきれない

金額がある場合には、当該控除しきれない

金額はないものとする。）をいう。以下こ

の項において同じ。）」と、「連結当期純

利益」とあるのは「当期純利益」と、「連

結会社の売上高」とあるのは「売上高」

と、「連結会社の債務」とあるのは「債

務」とする。

（子会社等の決定事実に係る軽微基準）

第１１１条 特例第１１９条に規定する施行

規則で定める基準のうち同条第１号に掲げ

る事項に係るものは、次の各号に掲げる区

分に従い、当該各号に定めることとする。

ただし、特例第１１８条第１号ｒに規定す

る上場外国会社（当取引所が必要と認める

者に限る。）については、当取引所が定め

るところによるものとする。

（子会社等の決定事実に係る軽微基準）

第１１１条 特例第１１９条に規定する施行

規則で定める基準のうち同条第１号に掲げ

る事項に係るものは、次の各号に掲げる区

分に従い、当該各号に定めることとする。

ただし、特例第１１８条第１号ｒに規定す

る上場外国会社（当取引所が必要と認める

者に限る。）については、当取引所が定め

るところによるものとする。

（１） 特例第１１９条第１号ａに掲げる

事項

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

（１） 特例第１１９条第１号ａに掲げる

事項

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略）

ｄ 当該株式交換による連結会社の親会

社株主に帰属する当期純利益の増加額

又は減少額が直前連結会計年度の親会

社株主に帰属する当期純利益金額の１

００分の３０に相当する額未満である

ｄ 当該株式交換による連結会社の連結

当期純利益の増加額又は減少額が直前

連結会計年度の連結当期純利益金額の

１００分の３０に相当する額未満であ

ると見込まれること。
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と見込まれること。

（２） 特例第１１９条第１号ｂに掲げる

事項

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

（２） 特例第１１９条第１号ｂに掲げる

事項

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略）

ｄ 当該株式移転による連結会社の親会

社株主に帰属する当期純利益の増加額

又は減少額が直前連結会計年度の親会

社株主に帰属する当期純利益金額の１

００分の３０に相当する額未満である

と見込まれること。

ｄ 当該株式移転による連結会社の連結

当期純利益の増加額又は減少額が直前

連結会計年度の連結当期純利益金額の

１００分の３０に相当する額未満であ

ると見込まれること。

（３） 特例第１１９条第１号ｃに掲げる

事項

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

（３） 特例第１１９条第１号ｃに掲げる

事項

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略）

ｄ 当該合併による連結会社の親会社株

主に帰属する当期純利益の増加額又は

減少額が直前連結会計年度の親会社株

主に帰属する当期純利益金額の１００

分の３０に相当する額未満であると見

込まれること。

ｄ 当該合併による連結会社の連結当期

純利益の増加額又は減少額が直前連結

会計年度の連結当期純利益金額の１０

０分の３０に相当する額未満であると

見込まれること。

（４） 特例第１１９条第１号ｄに掲げる

事項

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

（４） 特例第１１９条第１号ｄに掲げる

事項

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略）

ｄ 当該会社分割による連結会社の親会

社株主に帰属する当期純利益の増加額

又は減少額が直前連結会計年度の親会

社株主に帰属する当期純利益金額の１

００分の３０に相当する額未満である

と見込まれること。

ｄ 当該会社分割による連結会社の連結

当期純利益の増加額又は減少額が直前

連結会計年度の連結当期純利益金額の

１００分の３０に相当する額未満であ

ると見込まれること。

（５） 特例第１１９条第１号ｅに掲げる

事項

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

（５） 特例第１１９条第１号ｅに掲げる

事項

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略）

ｄ 当該事業の譲渡又は譲受けによる連

結会社の親会社株主に帰属する当期純

利益の増加額又は減少額が直前連結会

計年度の親会社株主に帰属する当期純

利益金額の１００分の３０に相当する

額未満であると見込まれること。

ｄ 当該事業の譲渡又は譲受けによる連

結会社の連結当期純利益の増加額又は

減少額が直前連結会計年度の連結当期

純利益金額の１００分の３０に相当す

る額未満であると見込まれること。

（６） 特例第１１９条第１号ｆに掲げる

事項

（６） 特例第１１９条第１号ｆに掲げる

事項
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次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略）

ｄ 当該解散による連結会社の親会社株

主に帰属する当期純利益の増加額又は

減少額が直前連結会計年度の親会社株

主に帰属する当期純利益金額の１００

分の３０に相当する額未満であると見

込まれること。

ｄ 当該解散による連結会社の連結当期

純利益の増加額又は減少額が直前連結

会計年度の連結当期純利益金額の１０

０分の３０に相当する額未満であると

見込まれること。

（７）・（８） （略） （７）・（８） （略）

（９） 特例第１１９条第１号ｉに掲げる

事項

次のａからｈまで（子会社等が孫会社

取得（上場会社の孫会社でなかった会社

の発行する株式又は持分を取得する方法

その他の方法（法第２７条の３第１項に

規定する公開買付けによるものを除

く。）により、当該会社を上場会社の孫

会社とすることをいう。以下同じ。）を

行う場合以外の場合にあっては、ｈを除

く。）に掲げるもののいずれにも該当す

ること。

（９） 特例第１１９条第１号ｉに掲げる

事項

次のａからｈまで（子会社等が孫会社

取得（上場会社の孫会社でなかった会社

の発行する株式又は持分を取得する方法

その他の方法（法第２７条の３第１項に

規定する公開買付けによるものを除

く。）により、当該会社を上場会社の孫

会社とすることをいう。以下同じ。）を

行う場合以外の場合にあっては、ｈを除

く。）に掲げるもののいずれにも該当す

ること。

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略）

ｄ 孫会社又は新たに孫会社となる会社

の直前事業年度の当期純利益金額（新

たに孫会社を設立する場合には、孫会

社の設立の予定日から３年以内に開始

する当該孫会社の各事業年度の当期純

利益金額の見込額）が連結会社の直前

連結会計年度の親会社株主に帰属する

当期純利益金額の１００分の３０に相

当する額未満であること。

ｄ 孫会社又は新たに孫会社となる会社

の直前事業年度の当期純利益金額（新

たに孫会社を設立する場合には、孫会

社の設立の予定日から３年以内に開始

する当該孫会社の各事業年度の当期純

利益金額の見込額）が連結会社の直前

連結会計年度の連結当期純利益金額の

１００分の３０に相当する額未満であ

ること。

ｅ～ｈ （略） ｅ～ｈ （略）

（１０） 特例第１１９条第１号ｊに掲げ

る事項

（１０） 特例第１１９条第１号ｊに掲げ

る事項

ａ 固定資産を譲渡する場合

次の（ａ）から（ｃ）までに掲げる

もののいずれにも該当すること。

ａ 固定資産を譲渡する場合

次の（ａ）から（ｃ）までに掲げる

もののいずれにも該当すること。

（ａ）・（ｂ） （略） （ａ）・（ｂ） （略）

（ｃ） 当該固定資産の譲渡の予定日

の属する連結会計年度において当該

固定資産の譲渡による親会社株主に

帰属する当期純利益の増加額又は減

少額が連結会社の直前連結会計年度

の親会社株主に帰属する当期純利益

金額の１００分の３０に相当する額

未満であると見込まれること。

（ｃ） 当該固定資産の譲渡の予定日

の属する連結会計年度において当該

固定資産の譲渡による連結当期純利

益の増加額又は減少額が連結会社の

直前連結会計年度の連結当期純利益

金額の１００分の３０に相当する額

未満であると見込まれること。
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ｂ （略） ｂ （略）

（１１） （略） （１１） （略）

（１２） 特例第１１９条第１号ｌに掲げ

る事項

次のａからｃまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

（１２） 特例第１１９条第１号ｌに掲げ

る事項

次のａからｃまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ 事業の全部又は一部の休止又は廃止

の予定日の属する連結会計年度開始の

日から３年以内に開始する各連結会計

年度においていずれも当該休止又は廃

止による親会社株主に帰属する当期純

利益の増加額又は減少額が直前連結会

計年度の親会社株主に帰属する当期純

利益金額の１００分の３０に相当する

額未満であると見込まれること。

ｃ 事業の全部又は一部の休止又は廃止

の予定日の属する連結会計年度開始の

日から３年以内に開始する各連結会計

年度においていずれも当該休止又は廃

止による連結当期純利益の増加額又は

減少額が直前連結会計年度の連結当期

純利益金額の１００分の３０に相当す

る額未満であると見込まれること。

（１３） （略） （１３） （略）

（１４） 特例第１１９条第１号ｐに掲げ

る事項

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

（１４） 特例第１１９条第１号ｐに掲げ

る事項

次のａからｄまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略）

ｄ 当該子会社等の直前事業年度の当期

純利益金額が連結会社の直前連結会計

年度の親会社株主に帰属する当期純利

益金額の１００分の３０に相当する額

未満であること。

ｄ 当該子会社等の直前事業年度の当期

純利益金額が連結会社の直前連結会計

年度の連結当期純利益金額の１００分

の３０に相当する額未満であること。

（１５） （略） （１５） （略）

（子会社等の発生事実に係る軽微基準）

第１１２条 特例第１１９条に規定する施行

規則で定める基準のうち同条第２号に掲げ

る事実に係るものは、次の各号に掲げる区

分に従い、当該各号に定めることとする。

ただし、特例第１１８条第１号ｒに規定す

る上場外国会社（当取引所が必要と認める

者に限る。）については、当取引所が定め

るところによるものとする。

（子会社等の発生事実に係る軽微基準）

第１１２条 特例第１１９条に規定する施行

規則で定める基準のうち同条第２号に掲げ

る事実に係るものは、次の各号に掲げる区

分に従い、当該各号に定めることとする。

ただし、特例第１１８条第１号ｒに規定す

る上場外国会社（当取引所が必要と認める

者に限る。）については、当取引所が定め

るところによるものとする。

（１） 特例第１１９条第２号ａに掲げる

事実

次のａからｃまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

（１） 特例第１１９条第２号ａに掲げる

事実

次のａからｃまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ 当該災害に起因する損害又は業務遂

行の過程で生じた損害による連結会社

の親会社株主に帰属する当期純利益の

増加額又は減少額が直前連結会計年度

ｃ 当該災害に起因する損害又は業務遂

行の過程で生じた損害による連結会社

の連結当期純利益の増加額又は減少額

が直前連結会計年度の連結当期純利益
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の親会社株主に帰属する当期純利益金

額の１００分の３０に相当する額未満

であると見込まれること。

金額の１００分の３０に相当する額未

満であると見込まれること。

（２） 特例第１１９条第２号ｂに掲げる

事実

（２） 特例第１１９条第２号ｂに掲げる

事実

ａ （略） ａ （略）

ｂ 訴えについて判決があった場合又は

訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が

裁判によらずに完結した場合

前ａに掲げる基準に該当する訴えの

提起に係る判決等の場合又は前ａに掲

げる基準に該当しない訴えの提起に係

る訴訟の一部が裁判によらずに完結し

た場合であって、次の（ａ）から

（ｄ）までのいずれにも該当するこ

と。

ｂ 訴えについて判決があった場合又は

訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が

裁判によらずに完結した場合

前ａに掲げる基準に該当する訴えの

提起に係る判決等の場合又は前ａに掲

げる基準に該当しない訴えの提起に係

る訴訟の一部が裁判によらずに完結し

た場合であって、次の（ａ）から

（ｄ）までのいずれにも該当するこ

と。

（ａ）～（ｃ） （略） （ａ）～（ｃ） （略）

（ｄ） 判決等の日の属する連結会計

年度開始の日から３年以内に開始す

る各連結会計年度においていずれも

当該判決等による親会社株主に帰属

する当期純利益の減少額が直前連結

会計年度の親会社株主に帰属する当

期純利益金額の１００分の３０に相

当する額未満であると見込まれるこ

と。

（ｄ） 判決等の日の属する連結会計

年度開始の日から３年以内に開始す

る各連結会計年度においていずれも

当該判決等による連結当期純利益の

減少額が直前連結会計年度の連結当

期純利益金額の１００分の３０に相

当する額未満であると見込まれるこ

と。

（３） 特例第１１９条第２号ｃに掲げる

事実

（３） 特例第１１９条第２号ｃに掲げる

事実

ａ （略） ａ （略）

ｂ 仮処分命令の申立てについての裁判

があった場合又は当該申立てに係る手

続の全部若しくは一部が裁判によらず

に完結した場合

前ａに掲げる基準に該当する申立て

についての裁判等の場合又は前ａに掲

げる基準に該当しない申立てに係る手

続の一部が裁判によらずに完結した場

合であって、次の（ａ）から（ｃ）ま

でのいずれにも該当すること。

ｂ 仮処分命令の申立てについての裁判

があった場合又は当該申立てに係る手

続の全部若しくは一部が裁判によらず

に完結した場合

前ａに掲げる基準に該当する申立て

についての裁判等の場合又は前ａに掲

げる基準に該当しない申立てに係る手

続の一部が裁判によらずに完結した場

合であって、次の（ａ）から（ｃ）ま

でのいずれにも該当すること。

（ａ）・（ｂ） （略） （ａ）・（ｂ） （略）

（ｃ） 裁判等の日の属する連結会計

年度開始の日から３年以内に開始す

る各連結会計年度においていずれも

当該裁判等による親会社株主に帰属

する当期純利益の減少額が直前連結

会計年度の親会社株主に帰属する当

期純利益金額の１００分の３０に相

当する額未満であると見込まれるこ

（ｃ） 裁判等の日の属する連結会計

年度開始の日から３年以内に開始す

る各連結会計年度においていずれも

当該裁判等による連結当期純利益の

減少額が直前連結会計年度の連結当

期純利益金額の１００分の３０に相

当する額未満であると見込まれるこ

と。
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と。

（４） （略） （４） （略）

（５） 特例第１１９条第２号ｈに掲げる

事実

次のａからｃまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

（５） 特例第１１９条第２号ｈに掲げる

事実

次のａからｃまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ 売掛金、貸付金その他の債権又は求

償権について当該債務の不履行のおそ

れのある額が直前連結会計年度の親会

社株主に帰属する当期純利益金額の１

００分の３０に相当する額未満である

と見込まれること。

ｃ 売掛金、貸付金その他の債権又は求

償権について当該債務の不履行のおそ

れのある額が直前連結会計年度の連結

当期純利益金額の１００分の３０に相

当する額未満であると見込まれるこ

と。

（６） （略） （６） （略）

（７） 特例第１１９条第２号ｊに掲げる

事実

次のａからｃまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

（７） 特例第１１９条第２号ｊに掲げる

事実

次のａからｃまでに掲げるもののいず

れにも該当すること。

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ 債務の免除若しくは債務の返済期限

の延長又は債務の引受け若しくは弁済

による親会社株主に帰属する当期純利

益の増加額が直前連結会計年度の親会

社株主に帰属する当期純利益金額の１

００分の３０に相当する額未満である

と見込まれること。

ｃ 債務の免除若しくは債務の返済期限

の延長又は債務の引受け若しくは弁済

による連結当期純利益の増加額が直前

連結会計年度の連結当期純利益金額の

１００分の３０に相当する額未満であ

ると見込まれること。

（８） （略） （８） （略）

付  則

１ この改正規定は、平成２７年４月１日か

ら施行する。

２ この改正規定施行の日前に開始した連結

会計年度に係るものについては、「親会社

株主に帰属する当期純利益」とあるのは

「連結当期純利益」と、「親会社株主に帰

属する当期純損失」とあるのは「連結当期

純損失」と、「非支配株主持分」とあるの

は「少数株主持分」とする。

別記第３号様式 特定証券情報

第一部～第四部 （略）

第五部【当該有価証券以外の有価証券に関す

る事項】

（記載上の注意）

（１）～（２４） （略）

別記第３号様式 特定証券情報

第一部～第四部 （略）

第五部【当該有価証券以外の有価証券に関す

る事項】

（記載上の注意）

（１）～（２４） （略）
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（２５） 主要な経営指標等の推移

ａ 最近３連結会計年度に係る次に掲げる

主要な経営指標等の推移について記載する

こと。ただし、（６１）ただし書に規定す

る四半期連結貸借対照表を掲げた場合に

は、当該四半期連結貸借対照表に係る四半

期連結累計期間の次に掲げる主要な経営指

標等の推移について、また、（６１）ただ

し書に規定する中間連結貸借対照表を掲げ

た場合（特定事業会社が中間貸借対照表を

掲げた場合を含む。）には、当該中間連結

貸借対照表に係る連結会計年度の次に掲げ

る主要な経営指標等の推移について併せて

記載すること。

（ａ）・（ｂ） （略）

（ｃ） 親会社株主に帰属する当期純利益

金額又は親会社株主に帰属する当期純損

失金額

（ｄ）～（ｉ） （略）

（ｊ） 自己資本比率（純資産額から連結

財務諸表の用語、様式及び作成方法に関

する規則（以下「連結財務諸表規則」と

いう。）第４３条の３第１項の規定によ

る新株予約権の金額及び連結財務諸表規

則第２条第１２号に規定する非支配株主

持分の金額を控除した額を総資産額で除

した割合をいう。）

（ｋ） 自己資本利益率（親会社株主に帰

属する当期純利益金額を純資産額から連

結財務諸表規則第４３条の３第１項の規

定による新株予約権の金額及び連結財務

諸表規則第２条第１２号に規定する非支

配株主持分の金額を控除した額で除した

割合をいう。）

（ｌ）～（ｑ） （略）

（２５） 主要な経営指標等の推移

ａ 最近３連結会計年度に係る次に掲げる

主要な経営指標等の推移について記載する

こと。ただし、（６１）ただし書に規定す

る四半期連結貸借対照表を掲げた場合に

は、当該四半期連結貸借対照表に係る四半

期連結累計期間の次に掲げる主要な経営指

標等の推移について、また、（６１）ただ

し書に規定する中間連結貸借対照表を掲げ

た場合（特定事業会社が中間貸借対照表を

掲げた場合を含む。）には、当該中間連結

貸借対照表に係る連結会計年度の次に掲げ

る主要な経営指標等の推移について併せて

記載すること。

（ａ）・（ｂ） （略）

（ｃ）当期純利益金額又は当期純損失金額

（ｄ）～（ｉ） （略）

（ｊ） 自己資本比率（純資産額から連結

財務諸表の用語、様式及び作成方法に関

する規則（以下「連結財務諸表規則」と

いう。）第４３条の３第１項の規定によ

る新株予約権の金額及び連結財務諸表規

則第２条第１２号に規定する少数株主持

分の金額を控除した額を総資産額で除し

た割合をいう。）

（ｋ） 自己資本利益率（当期純利益金額

を純資産額から連結財務諸表規則第４３

条の３第１項の規定による新株予約権の

金額及び連結財務諸表規則第２条第１２

号に規定する少数株主持分の金額を控除

した額で除した割合をいう。）

（ｌ）～（ｑ） （略）
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制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（株券等に係る貸借銘柄の選定基準）

第３条 制度信用銘柄である株券等が次の各

号に適合する場合は、既に貸借銘柄に選定

されているものを除きこれを貸借銘柄に選

定するものとする。

（株券等に係る貸借銘柄の選定基準）

第３条 制度信用銘柄である株券等が次の各

号に適合する場合は、既に貸借銘柄に選定

されているものを除きこれを貸借銘柄に選

定するものとする。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（４） その発行者の直前事業年度におけ

る当期純利益金額（直前連結会計年度に

係る連結損益計算書等（連結損益計算書

及び連結包括利益計算書、又は連結損益

及び包括利益計算書をいう。以下同

じ。）に連結財務諸表の用語、様式及び

作成方法に関する規則（昭和５１年大蔵

省令第２８号。以下「連結財務諸表規

則」という。）第６５条第４項により記

載される「親会社株主に帰属する当期純

利益金額」（当該直前事業年度において

当該発行者が連結財務諸表を作成すべき

会社（会社以外の法人を含む。以下同

じ。）でない場合は、当該直前事業年度

に係る損益計算書に財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則（昭和３

８年大蔵省令第５９号。以下「財務諸表

等規則」という。）第９５条の５第２項

により記載される「当期純利益金額」）

をいう。ただし、当該直前連結会計年度

において当該発行者がＩＦＲＳ任意適用

会社である場合又は連結財務諸表規則第

９５条の規定の適用を受ける場合は、当

該直前連結会計年度に係る連結損益計算

書等に基づいて算定される親会社株主に

帰属する当期純利益金額に相当する額

（当該発行者が連結財務諸表を作成すべ

き会社でない場合は、当該直前事業年度

に係る損益計算書に基づいて算定される

当期純利益金額に相当する額）をいう。

以下同じ。）が正である銘柄であると

き。ただし、当該発行者が外国会社であ

る場合は、当該発行者の直前事業年度に

おける当期純利益金額に相当する額（当

該発行者が連結財務諸表を財務書類とし

て掲記している場合は、連結損益計算書

等に基づいて算定される親会社株主に帰

属する当期純利益金額に相当する額をい

い、当該発行者が連結財務諸表を財務書

（４） その発行者の直前事業年度におけ

る当期純利益金額（直前連結会計年度に

係る連結損益計算書等（連結損益計算書

及び連結包括利益計算書、又は連結損益

及び包括利益計算書をいう。以下同

じ。）に連結財務諸表の用語、様式及び

作成方法に関する規則（昭和５１年大蔵

省令第２８号。以下「連結財務諸表規

則」という。）第６５条第４項により記

載される「当期純利益金額」（当該直前

事業年度において当該発行者が連結財務

諸表を作成すべき会社（会社以外の法人

を含む。以下同じ。）でない場合は、当

該直前事業年度に係る損益計算書に財務

諸表等の用語、様式及び作成方法に関す

る規則（昭和３８年大蔵省令第５９号。

以下「財務諸表等規則」という。）第９

５条の５第２項により記載される「当期

純利益金額」）をいう。ただし、当該直

前連結会計年度において当該発行者がＩ

ＦＲＳ任意適用会社である場合又は連結

財務諸表規則第９５条の規定の適用を受

ける場合は、当該直前連結会計年度に係

る連結損益計算書等に基づいて算定され

る当期純利益金額に相当する額（当該発

行者が連結財務諸表を作成すべき会社で

ない場合は、当該直前事業年度に係る損

益計算書に基づいて算定される当期純利

益金額に相当する額）をいう。以下同

じ。）が正である銘柄であるとき。ただ

し、当該発行者が外国会社である場合

は、当該発行者の直前事業年度における

当期純利益金額に相当する額（当該発行

者が連結財務諸表を財務書類として掲記

している場合は、連結損益計算書等に基

づいて算定される当期純利益金額に相当

する額をいい、当該発行者が連結財務諸

表を財務書類として掲記していない場合

は、損益計算書に基づいて算定される当
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類として掲記していない場合は、損益計

算書に基づいて算定される当期純利益金

額に相当する額又は結合損益計算書に基

づいて算定される当期純利益金額に相当

する額をいう。以下同じ。）が正である

銘柄であるとき。

期純利益金額に相当する額又は結合損益

計算書に基づいて算定される当期純利益

金額に相当する額をいう。以下同じ。）

が正である銘柄であるとき。

（５）～（１１） （略） （５）～（１１） （略）

２～８ （略）

付  則

この改正規定は、平成２７年４月１日から

施行し、この改正規定施行の日前に開始した

連結会計年度に係るものについては、なお従

前の例による。

２～８ （略）


